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小規模多機能ホーム「やすらぎ」 に
ボランティアさんが来てくれました♪

　本郷小学校の岩崎先生が、研修の一環で「小規模多機能ホームやすら

ぎ」にボランティアにきてくださいました。当日はお正月明けというこ

とで利用者さんと一緒に手作りの双六や福笑いを楽しみ、部屋には大き

な笑い声が溢れました。

　岩崎先生からは「利用者さんの歩行状態に合わせた介助をされていて、

一人ひとりに合わせた支援の大切さ。また、毎朝の健康チェックや声かけ、利用者さ

んの作った作品を事業所内に飾るなど、利用者さんにとって安心して過ごせる環境作

りの大切さを学びました。」との感想をいただきました。

　やすらぎでは利用者さんに第二のお家と感じていただけるよう、アットホームで心

安らげる空間を提供するよう心がけています。その思いが伝わったこと、とてもうれ

しく思います。岩崎先生、ありがとう

ございました！

「やすらぎ
  オリジナ

ル双六」

「福笑い
」

「やすらぎ
  オリジナ

ル双六」

「福笑い
」

各小規模多機能ホームでは
随時ボランティアを受け入
れています。ボランティア
に興味のある方はお気軽に
ご連絡ください！



2 月 17 日（金）13時～ 16時　あみーシャン大飯
受付方法　当日　８時３０分～電話または窓口にてご予約ください。
　　　　　定員　6名　（定員になり次第受付終了）
　　　　　　　　　※おおい町外にお住まいの方は、当日１０時からの受付となります。

　　　　　　　　　※相談順は、受付番号順とさせていただきます。

　　　　　　　　　※相談される方はマスクの着用をお願いします。

2月の無料法律相談のお知らせ

12・1月のボランティア状況
事　業　名 主な活動内容

活動延人数 ( 人） 活動延時間（ｈ）

12 月 1 月 12 月 1 月

給食サービス事業 調理・配達 40 40 67 65

介護予防・日常生活支援総合事業 見守り、会場準備・片付け 8 7 16 14

ボランティア塾 なし 0 0 0 0

デイサービス事業 話し相手 3 3 9 9

「ひだまり」事業 話し相手、イベント補助／一人暮らし利用者宅除雪作業 ( 小学生 ) 6 3 8 5

「きぼう」事業 特になし 0 0 0 0

「やすらぎ」事業 話し相手 1 1 6 3

「かんよもん」事業 特になし 0 0 0 0

「びわの木」事業 特になし／話し相手 0 1 0 2

合　　　計 58 55 106 98

小規模多機能ホーム利用登録者状況
ホーム名 定員

（名）
登録者
（名）

ひだまり事業 ( おおい町名田庄口坂本） 24 16

きぼう事業 ( おおい町名田庄三重） 24 19

やすらぎ事業 ( おおい町安川） 24 16

かんよもん事業 ( おおい町山田） 18 17

びわの木事業 ( おおい町大島） 18 12

（12 月末現在）

おおい町社会福祉協議会では、ボランティア活動をやってみたい人・ボランティア活動を依頼したい人をお待ちしています。お気軽にお申し出下さい。

大 飯 地 区 おおい町本郷 82-14 あみーシャン大飯内 TEL 77-3415　FAX 77-1419 E-mail:ohi@ohi-shakyo.or.jp

名 田 庄 地 区 おおい町名田庄下 6-1 あっとほ〜むいきいき館内 TEL 67-2318　FAX 67-3303 E-mail:natasyo@ohi-shakyo.or.jp

お問い合わせ・ボランティアのお申し出は、おおい町社会福祉協議会まで

　この事業は、高齢や障がいなどにより判断能力が不十分なため、福祉サービスの利用や

書類などの手続き、お金の管理に困っている方を対象に、福祉サービスの利用手続きや

金銭管理のお手伝いをして、安心して暮らせるようにサポートします。

お手伝いできないこと
・洗濯、買い物、介護、通院の付き添い
・福祉サービス利用などの契約の際の保証人

おおい町社協 本所 TEL.77-3415　名田庄事務所 TEL.67-2318
 月～金 9:00 ～ 17:00（祝日、年末年始は除く）

お問い合わせ相談受付先

暮らしの安心をお手伝いします　福祉サービス利用援助事業 暮らしの安心をお手伝いします　福祉サービス利用援助事業暮らしの安心をお手伝いします　福祉サービス利用援助事業

Ｑ．どんなことをお手伝いしてくれるの？

Ａ． ①福祉サービス利用にかかる情報提供や申し込み、契約の代行
 ②毎日の生活に必要なお金の出し入れのお手伝い

 ③サービス利用料や医療費、公共料金の支払い

 …その他、各種事務手続きや重要書類のお預かりなど

Ｑ．どんな人が利用できるの？

Ａ． ①最近物忘れが多くなり、不安を抱えている方や自分ひとりで
 　判断することが不安、お金の管理が難しいなどお悩みの方

 　（※認知症の診断を受けた方や障害手帳の交付を受けた方に限定されるものではありません）

 ②この事業の契約内容や利用意思の確認ができる方

利用料
1回1時間以内の訪問…1,000円
（1時間を超える場合は、30分ごとに500円）


